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美祢線沿線地域公共交通計画策定支援業務委託に係る 
公募型プロポーザル応募要項 

 

１ 目的 

本要項は、美祢線沿線地域公共交通計画策定支援業務委託の受託事業者を公募

型プロポーザル方式（以下「プロポーザル」という。）により選定するための手

続きについて、必要な事項を定める。 

 

２ 業務の概要 

（１）業 務 名 美祢線沿線地域公共交通計画策定支援業務委託 

（２）実 施 主 体  美祢線沿線地域公共交通協議会（以下「協議会」という。） 

（３）主な業務内容 別添仕様書のとおり 

（４）委 託 期 間  契約締結日から令和８年３月３１日まで 

（５）委託上限額 １１，０６６千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

３ 参加資格要件 

この手続に参加できる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項又は第

２項に規定する者でないこと。 

（２）令和４年山口県告示第１７９号（県が発注する物品等の製造の請負、物品等

の買入れ、借入れ及び売払い並びに業務の委託の契約に係る一般競争入札又は

指名競争入札に参加する者に必要な資格並びに資格審査申請の時期及び方法等

に関する告示）に基づく資格審査において、大分類「04 調査研究」、小分類「01 

調査・分析（統計調査を除く。）」又は大分類「99 その他」、小分類「18 計

画策定・計画策定支援」について業務の委託の特Ａ又はＡの等級に格付けされ

ている者であること。 

（３）本店又は支店、営業所等を山口県内に有していること。 

（４）この手続の開始の日から提案書の提出期限までの間のいずれの日においても

山口県の業務委託及び物品調達等に係る競争入札等参加停止措置要領に基づく

参加停止を受けていないこと。 

（５）過去１０年間（平成２７年度（2015年度）から令和６年度（2024年度））に

おいて、国、地方公共団体、又は国や地方公共団体が設立した協議会等が発注

した公共交通に関する計画策定業務をいずれも元請として受託し、完了した実

績を有すること。ただし、他支社又は営業所等の実績も含む。 

（６）提案者と雇用契約を結んでいる技術士（建設部門｢都市計画及び地域計画｣）

の資格を有した管理技術者及び照査技術者を本業務にそれぞれ配置できること。  
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４ プロポーザルに係る実施スケジュール 

内 容 日程・期限 

公募開始  令和７年１０月２９日（水）  

質問書の提出期限  令和７年１１月４日（火）午後５時必着  

質問書の回答期限  令和７年１１月６日（木）  

参加表明書提出期限  令和７年１１月１１日（火）午後５時必着  

参加資格結果通知  令和７年１１月１３日（木）  

企画提案書提出期限  令和７年１１月２０日（木）午後５時必着  

ヒアリング  令和７年１１月２５日（火）（予定）  

選定結果通知  ヒアリングの３日後を予定  

５ 募集方法 

  本要項及び必要書類等を協議会ホームページ（山口県ホームページ内）に掲載

する。 

６ 参加手続き等 

（１）参加申請に関する質問 

① 質問受付期間 

令和７年１０月２９日（水）～１１月４日（火）午後５時 

② 質問方法 

質問書（様式第１号）により電子メールにて受付ける。 

メールアドレス：a11300@pref.yamaguchi.lg.jp 

※メール送信時、件名に「美祢線沿線地域公共交通計画策定支援業務委託プ

ロポーザル質問」と付記すること。 

※質問は、参加表明書、企画提案書等の記載方法及び仕様書の内容等に関する

ものに限る。なお、電話又は口頭のみでの質問は受け付けない。 

（２）参加申請に関する質問の回答 

① 回答日 

令和７年１１月６日（木） 

② 回答方法 

質問内容と合わせ、質問者名等を伏せて協議会ホームページ（山口県ホー

ムページ内）に掲載する。 

（３）参加表明書の提出 

① 提出書類 

参加表明書（様式第２号） 

② 添付書類 

ア 誓約書（様式第３号） 

イ 会社の概要が分かる書類（任意様式） 

ウ 業務実績調書（様式第４号） 

エ 管理技術者届（様式第５－１号）、照査技術者届（様式第５－２号） 

オ 国税、都道府県税及び市町村税の滞納が無いことの証明（写し可） 
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③ 提出期限 

令和７年１１月１１日（火）午後５時必着 

④ 提出方法 

持参又は郵送とし、郵送の場合は期限までに必着すること。 

⑤ 提出部数 

各１部 

⑥ 提出場所 

〒７５３－８５０１ 山口県山口市滝町１番１号 

山口県観光スポーツ文化部交通政策課内 

美祢線沿線地域公共交通協議会事務局 

電話：０８３－９３３－３１２０ 

（４）参加資格確認結果の通知 

参加資格確認結果を、令和７年１１月１３日（木）までに参加表明書提出

者全員に電子メールにて通知する。併せて、参加資格を満たす者に対して、

企画提案書等の提出を依頼する。 

（５）企画提案書等の提出 

① 提出書類 

参加資格確認結果の通知及び企画提案書等の提出依頼を受けた者は、本応

募要項、仕様書等の各規定を理解した上で、提出期限までに次の書類を提出

すること。 

ア 企画提案書（様式第６号） 

イ 業務実施体制 

ウ 見積書及び見積明細 

② 提出部数 

正本１部とその写し８部 （計９部） 

※企画提案書はクリップ留めすること（ファイリング不要）。 

③ 提出期限 

令和７年１１月２０日（木）午後５時必着 

④ 提出方法 

持参又は郵送とし、郵送の場合は期限までに必着すること。 

⑤ 提出場所 

〒７５３－８５０１ 山口県山口市滝町１番１号 

山口県観光スポーツ文化部交通政策課内 

美祢線沿線地域公共交通協議会事務局 

電話：０８３－９３３－３１２０ 

⑥ 注意事項 

ア 連絡先（電話番号、電子メールアドレス等）を必ず記入すること。 

イ 期限までに提出されなかった提出書類は、いかなる理由でも受け付け 

ない。 

ウ 提出後における提出書類の返却、差し替え及び再提出は認めない。 
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７ 最適提案者の選定方法等 

（１）審査方法 

選定審査委員会において、提出書類及びヒアリングによる審査を行い、最適

提案者を選定する。 

（２）評価基準等について 

① 評価基準 

以下のとおり、評価基準を設ける。 

評価項目 評価事項 配点 

１ 業務実績の評価 

①同種・類似業務の実績があり、業務

遂行に十分な経験を有しているか。 
10 

  小計 10 

２ 企画提案内

容に関する評価 

業務内容

の理解 

②地域の特性や公共交通の現状・課題

を十分に理解しているか。 
15 

③提案内容が、目指す地域公共交通計

画に沿った内容となっているか。 
15 

工程・業

務体制 

④実効性があり、かつスピード感を持

った工程計画が提案されているか。 
15 

⑤工程計画のとおり業務を遂行できる

業務体制が構築されているか。 
10 

実施方法 

⑥計画策定に必要な情報の把握・整理

が可能な内容となっているか。 
5 

⑦調査結果の分析手法が具体的に示さ

れ、計画策定に必要な客観的な指標等

を設定できる内容となっているか。 

10 

ヒアリン

グ 

⑧知識や経験、根拠等に基づいたプレ

ゼンテーションであり、内容が的確で

分かりやすく、説得力があるか。 

5 

⑨本業務に対する取組み意欲が高く、

熱意を感じられるか。 
5 

    小計 80 

３ 見積金額の評価 
⑩業務に対して見積金額が適切か。 10 

  小計 10 

    合計 100 

 

  ② 採点基準 

①の各評価事項に対して、次に示す５段階評価で審査委員が採点を行い、

総合得点を算定する。 
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判断基準 得点 

非常に優れている 配点×1.0 

優れている 配点×0.8 

標準的である 配点×0.6 

劣っている 配点×0.4 

不可又は記載なし 配点×0.0 

（３）最適提案者の選定方法 

① （２）の採点を行い、失格者を除いた者のうち、最高得点を得た者を最適

提案者として選定するものとする。 

② 最高得点を得たものが複数となった場合は、以下の基準により最適提案者

を選定するものとする。 

ア 評価項目「２．企画提案内容に関する評価」の小計得点の最高得点を得 

た者を最適提案者とする。 

イ アの最高得点を得た者が複数となった場合は、「１ 業務実績の評価」の 

小計得点の最高得点を得た者を最適提案者とする。 

ウ イの最高得点を得た者が複数となった場合は、「３ 見積金額の評価」 

の小計得点の最高得点を得た者を最適提案者とする。 

エ ウの最高得点を得た者が複数となった場合は、抽選により最適提案者を 

選定するものとする。 

③ ①、②にかかわらず、総合得点の６０％未満の得点の場合は、最適提案者

として選定しない。 

（４）その他 

次に掲げる事項に該当する者は、失格とする。 

① 「３ 参加資格要件」を満たさなくなった場合 

② 提出書類に虚偽又は不備があった場合 

③ 契約の履行が困難と認められるに至った場合 

④ 提案者が個別に審査委員と接触を持つなど、審査の公平性を害する行為が

あった場合 

⑤ 見積額が委託上限額を超過している場合 

⑥ その他審査で、本業務の遂行にふさわしくないと認められた場合 

 

８ ヒアリングの実施 

（１）実施日 

令和７年１１月２５日（火）を予定 

※ 詳細な日時・場所については、別途通知する。 

（２）出席者 

配置予定管理技術者を含めた３名以内 

（３）内 容 

提出された企画提案書を使用してプレゼンテーションを実施し、提案内容の
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を説明すること。（パソコンによる説明可。） 

・説明２０分、質疑応答２０分以内を予定。 

・当日の追加資料は認めない。 

・ヒアリングは、非公開とする。 

 

９ 選定結果の通知・公表 

最適提案者選定後、参加者全員に選定又は非選定の結果を通知するとともに、

協議会ホームページ（山口県ホームページ内）において公表する。 

なお、審査結果及び審査内容についての質問・異議申し立ては、一切受付けない。 

 

10 契約手続等 

（１）選定された最適提案者は、協議会との間で委託内容、経費等について再度調

整を行ったうえで協議が整った場合に、随意契約により契約を締結する。 

なお、最適提案者と協議が整わない場合、又は最適提案者が特別な事情等によ

り契約を締結しない場合は、次順位の提案者（次点）と協議できるものとする。 

（２）選定された提案者が、特別な事情等により契約を締結しない場合は、その理

由を記載した辞退届を提出すること。 

（３）契約保証金は免除する。 

（４）契約代金の支払いについては、精算払いとする。 

 

11 その他留意事項 

（１）企画提案書の作成、提出及びヒアリング等に要する費用は、全て提案者の負

担とする。 

（２）企画提案書の著作権は、提案者に帰属する。ただし、最適提案者の企画提案

書の著作権は、委託契約締結以降、委託者に帰属するものとする。 

（３）提出された企画提案書等は、最適提案者の選定以外には使用しない。 

（４）このプロポーザルにおいて使用する言語は日本語とする。 

（５）企画提案書に含まれる著作権、特許権など日本国の法令に基づいて保護され

る第三者の権利の対象となっているものを使用した結果生じた責任は、提案者

が負う。 

（６）本要項に定めるもののほか、必要な事項については、協議会が別に定める。 

【提出先・問い合わせ先】 

美祢線沿線地域公共交通協議会事務局 担当：梅本、南部 

〒７５３－８５０１ 山口県山口市滝町１番１号 

山口県観光スポーツ文化部交通政策課内 

電話：０８３－９３３－３１２０  ＦＡＸ：０８３－９３３－２５２７ 

メールアドレス：a11300@pref.yamaguchi.lg.jp 
 


